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1国立更生援護施設の概要  

施設名  所在地   現行事業内容等   

国立身体障害者リハビリテーション  埼玉県   ア 就労移行支援   

センター  所沢市   肢体不自由、聴覚言語障害、視覚障害等   

（更生訓練所・病院・研究所・学院）  職能訓練の実施   

TEL O4－2995－3100  イ 就労移行支援（養成施設）   

FAX O4－2995－3102  中途失明者等に対し、あん摩マッサー   

http：／／www．rehab．go．jp／  師、きゆう師の養成のための教育訓練  
・高卒3年課程  

・中卒5年課程  

ション施設として以下の事業等を実施  ウ自立訓練（①機能訓練、②生活訓練）   

①身体障害者に対する総合的リハビリテー  ①中途失明者に対し、歩行訓練、日常  

コミュニケーション訓練等を実施   

②リハビリテーション技術の研究と開発  ②高次脳機能障害者に対し、コミュニ   
③リハビリテーション関係専門職員の養成  

等の生活訓練を実施   

工 施設入所支援   
我が国の身体障害者の中核的リハビリテー           ン／ヨン              ・研修      ④リハビリテーションに関する情報の収集 と提携       ⑤リハビリテーションに関する国際協力  宿舎の提供、その他生活等に対する相   

国立函館視力障害センター   北海道   

TEL O138－59－2751   函館市  ア 就労移行支援（養成施設）  

FAX O138－59－4383  中途失明者等に対し、あん摩マッサー  

国  師、きゆう師の養成のための教育訓練  
・高卒3年課程  

国立塩原視力障害センター   栃木県  ・中卒5年課程  

立  那須塩原市  

FAXO287－32－2941  イ自立訓練（機能訓練）  

http：／／www．shiobara－nhb．go．jp／  中途失明者に対し、歩行訓練、R常生  

光  
コミュニケーション訓練等を実施  

国立神戸視力障害センター   兵庫県  

TEL O78－923－4670   神戸市  ウ施設入所支援  
FAXO78－928－4122  宿舎の提供、その他生活等に対する相  

明  

国立福岡視力障害センター   福岡県  

寮  福岡市   

FAXO92－806－1365  

http：／／www．fukuoka－nhb．go．jp／  

国立伊東重度障害者センター   静岡県   自立訓練（機能訓練）  

国         TEL O557－37－1308   伊東市   主に肢体不自由者で最重度といわれる「   

FAX O557－36－05了1  対し以下の訓練を実施   

⊥        上L  
・理学療法、作業療法等の医学的リハビリテ  

・職能訓練  

保   大分県   ・ケースワーク、心理判定等の社会的・心理的  

養  別府市   実施  

FAX O977－2ト2794  施設入所支援  
所   入浴、排せつ、食事等の介護、その他生  

国害  国立秩父学園   埼玉県   

立児  TEし 042－992－2839   所沢市   知的障害の程度が著しい児童または視覚  

知施  FAX O42－995－2253  知的障害児に対し、生活指導、学習指導、   

的設  施   

障   

に対し、職業、  

ジ指圧師、はり  

の実施  

生活訓練、   

ケーション訓練  

談支援を実施  

ジ指圧師、はり  

の実施  

活訓練、  

談支援を実施  

頚髄損傷」に   

－ションの実施   

リハビリテーシ］ンの  

活に対する  

等に障害のある  

治療教育等を実   

－34－  



2 平成19年度 国立身体障害者リハビリテーション学院における研修実施計画（案）  

研 修 会 名   目  的   受  講   格   研  修   期   間   日数   定員   

補聴器適合判定医師研  聴覚障害者の補聴器適合判定  身体障害者更生相談所、身体  【第1回】   5日  76名  
修会   に従事する医師の研修を行い、判  障害者更生援護施設又は病院等   7月 9日（月）～ 7月13日（金）  

定技術の向上を図るとともに医  において補聴器適合判定に従事  【第2回】   リハビテ 学的リー ションを推進  1月21日（月）～1月25日（金）   5日  76名  
することを目的とする。   

音声言語機能等判定   音声言語・嘆下障害をもつ身体  身体障害者更生相談所、身体   2片18日（月）～2月22日（金）   
医師研修会   障害者に対する判定、音声言語・  

5 日   30名  

嘩下障害患者一般に対する臨床  
等に必要な知識と技術を習得す  
ることを目的とする。   に従事する耳鼻咽喉科医師   

義肢装具等適合判定   身体障害者の義肢装具等適合  身体障害者更生相談所、身体  【第62回】   
医師研修会   判定に従事する医師の研修を行  12月3日（月）～12月7日（金）  5日  

い、義肢装具等適合判定技術の向  
上を図るとともに医学的リハビ  【第63回】  
リテーションを推進することを  3月10日（月）～3月14 5日   

目的とする。   

視覚障害者用補装具   視覚障害者用補装具適合判定  身体障害者更生相談所、身体   
適合判定医師研修会   に従事する医師の研修を行い、判 定技術の向上を図るとともに医  12月10日（月）～12月14日（金）  

学的リハビリテーションを推進  
するニケを目的♪すろ（   あろいは今篠雑書すろ予写宇の脂  

（調整中）   
5 日  20名  



第15条に規定する   市が、身体障害者福祉法（以下  冨有史生不目談け「に勤孝男（l摘記等   
医師研修会   身障法」という。）の規定に基づ  2月8日（金）  1日   60名  

き行う身体障害者手帳の交付事  
務において、国が示す身体障害認  （予定）  

定基準（ガイドライン）に基づい  
て公平、適正な障害認定事務を運  
月］できるよう、身障法第15条に規  
定する医師に対し、身体障害者認  
定基準等の必要な知識等を習得  

させることを目的とする。   

更生相談所艮等研修会  更生相談所の所長等に対して、  11月15日（木）～11月16日（金）  2日  50名  

地域リハビリテーション、利用者  
処遇、福祉機器の活用等により、  （予定）  

更生相談所の役割機能が十分に  
果たせるための医学的な意見交  
換等を含めた研修を実施し、更生  

l  

i相談所業務の円滑な推進に寄与   

l  l  l  

l              相談所業務の円滑な推進に寄与■  

することを目的とする。  

義肢装具士研修会   義肢装具士の現任訓練のため、  8月29日（水）～8月31日（金）   3 日   10名   

必要な専門的知識と技術を習得  
させることを目的とする。   

作業療法士研修会   身体障害者のリハビリテーシ  身体障害者更生援護施設、肢  10月3日（水）～10月5日（金）  3 日   20名  

ヨンに従事する作業療法士を対  
象として、実務に必要な専門的知  （予定）  

識及び技術を習得させ、その資質  
の向上を図ることにより適切か  
つ効果的な業務の運営に寄与す  
ることを目的とする。  療法士の免許を有し、所属長の  

推薦する者  



議及び技術を習得させ、その資質  

の向上を図ることにより適切か  
つ効果的な業務の運営に寄与す  
ることを目的とする。   

リハビリテーション   身体障害者の心理判定業務に  都道府県・指定都市・中核市   5月21日（月）～5月25日（金）   
心理職研修会（基礎）  従事し、リハビリテーション領域  

5 日   20名  

での経験の浅い職員を対象とし  

て、心理専門職に必要な基礎的知  
識及び技術の研修を行い、その資  
質の向上を図り、適切かつ効果的  
な業務の運営に寄与することを  
目的とする。  

リハビリテーション   身体障害者の心理判定等実務  都道府県・指定都市・中核市   9月10日（月）～9月14日（金）   
心理職研修会（応用）  に従事する者を対象として、実務  

5 日   20名  

に必要な専門知識及び技術を習  

得させ、その資質の向上を図り、  
適切かつ効果的な業務の運営に  
寄与することを目的とする。  、 

言語聴覚土研修会   

聴覚障害、音声機能障害及び言 語機能障害のリハビリテーショ  11月28日（水）～11月30日（金）   3 日   30名   

ンに従事する言語聴覚士を対象  

として実務に必要な専門的知識  
及び技術を習得させ、その資質の  
向上を図ることにより適切かつ  

効果的な業務の運営に寄与する  
ことを目的とする。   

－
〕
↓
－
 
 
 



研 修 会 名   目  的   受 講 資 格   研 修 期 間   目数   定員   

視覚障害生活支援   視覚障害者の支援に携わって  都道府県・指定都市・中核市   5月28日（月）～ 6月1日（金）   5 日   20名   

研修会   いる者に視覚障害者の生活全般  
に関する生活支援の知識と技術  
を習得させることにより、その資  
質の向上を図ることを目的とす  
る。   

身体障害者更生相談   都道府県・指定都市が設置する  身体障害者更生相談所におい   7月17日（火）～7月20日（金）  4日  60孝，  
所身体障害者福祉司   身体障害者更生相談所に勤務す  て、原則として2年以上身体障   
等実務研修会  る身体障害者福祉司等に対して  

職務上必要な技術と知識の習得  
・訓練を行い、職務能力の向上を  
図ることにより身体障害者更生  
相談所業務の円滑な推進に資す  
■ることを目的とする。   l   】ることを目的とする。   l   l  l  l  

】   

手話通訳士専門研修会   手話通訳業務に従事している  9月 3日（月）～ 9月 7日（金）   5 日   20名   

手話通訳士に対し、より高度な通   
訳技術が要求される通訳場面に  
対応できる専門的知識と技術の  
習得に関する現任訓練を行い、聴  
覚障害者の福祉の向上に寄与す  
ることを目的とする。   

リハビリテーション   リハビリテーション看護に必  身体障害者のリハビリテーシ   10月30日（火）～11月 2日（金）   4 日   50名   

看護研修会   要な専門的知識を習得し、その資  
質の向上を図るとともに障害者  
の看護の充実に資することを目  
l上l／1し」一：乙   
日ソL ソ ′J o   



研 修 会 名   目  的   受 講 資 格   研 修 期 間   日数   定員   

福祉機器専門職員   福祉機器に関する専門職員に  身体障害者更生相談所、市町   1月29日（火）～2月 土日（金）   
研修会   研修を行い、福祉機器の知識につ  

4 日   60名  

いて指導等に必要な専門的技術  
を習得させることを目的とする。   

の推薦する者   

義肢装具士靴型装具専  義肢装具士に対する靴型装具  靴型装具の製作・適合業務に   8月20日（月）～8月23日（木）   4 日   10名   
門研修会   製作技術の訓練のため、必要な専  従事している義肢装具士で所属   
（適合コース）   門知識と技術を習得さることを  

目的とする。   

盲ろう者通訳ガイド   盲ろう者のコミュニケーショ  市（区）町村において、ガイド  【前期】   10 日  20名   
ヘルパー指導者研修   ン通訳に従事している者に対し、  ヘルパーとして従事している者   6月18日（月）～6月22日（金）  
会（前期）  会話用点字及び盲ろう用手話等  

【後期】  

盲ろう者通訳ガイド  する専門的知識並びに視覚障害、  助業務に従事している者で、都   11月 5日（月）～11月 9日（金）   

ヘルパー指導者研修   聴覚障害に関連する知識を習得  道府県・指定都市・中核市民生   
会（後期）   させ各地域における指導的役割  

を担う人材育成を図ることを臼  
的とする。   

介助犬・聴導犬訓練者研  介助犬並びに聴導犬の訓練に  介助犬並びに聴導犬の訓練に   
修会   

2月25日（月）～2月29日（金）   5 日   20名  
従事している者を対象として、訓  
練に必要な専門的知識及び技術  
を習得させ、その資質の向上を図  
ることにより適切かつ効果的な  
ユLkて′⊥′【＿、ヽ′rr→ヽヽ／l′」ト「L一ヽ－ナ＼ヽ   

兼彷レノ1整苫に命チつ く）、＿どを目  

的とする。   



都道府県・指定都市・中核市に  7月 4日（水）～ 7月 6日（金）  高次脳機能障害者の診断、評価  高次脳機能障害支援  
事業関係職員研修会   、リハビリテーション、支援など  

関連する諸問題について、都道府  
県・指定都市における行政担当者  

関係機関の担当者（病院の医師  
、 及び関係する職種並びに福祉施  
設の担当者等）が必要な知識及び  
技術を習得することを目的とす  
る。   健福祉部（局）長の推薦のある者  

相談支援従事者指導者  地域の相談支援体制の充実並  継続的に個別ケースを持ち、   6月27日（水）～6月29日（金）  3日  
研修会  びに相談支援従事者研修事業の  

円滑な実施に資することを目的  
とし、都道府県において、ケア  
マネジメントの手法を用いた相  
談支援を実践している者に対す  
るスキルアップ並びに地域にお  
けるケアマネジメント従事者に  

】  ‡対する研修・指導・助言及び更   

！  】   l  

卜者    対する研修・指導・助言及び更  

なる相談支援体制の構築・推進  

等について中核的な役割を担う  
者を養成することを目的とする  
0   

サービス管理責任者   都道府県が推薦する指導者候  サービス管理責任者の要件   9月19日（水）～ 9月21日（金）   3 日  235 名   
研修会（指導者研修）  補者等に対して、障害者自立支  

援法に基づく指定障害福祉サー  
ビスの管理上必要となる講義及  
び演習を受講させることにより  

都道府県が実施するサービス  
、 管理責任者研修の指導者を養成  
することを目的とする。   

※ 上記の研修実施計画は都合により変更することがあります。   



3 平成19年度国立秩父学園附属保護指導職良妻成所における研修実施計画（案）  

研 修 名  期  間  研  修  目  的  受 講 資 格  
第86回  

指導員・保育士コース  

6月 4日（月）～   

6月15日（金）  

知的障害関係施設で働いている職員に、  講義を中心に知識  知的障害関係施設の  

職員（看護師も含む）  

40名  
技術等を修得させ、資質のさらなる向上を図ることを目的と  

する。本年度は、知的障害者福祉・知的障害者医療・知的障  
害者支援・演習を要目とする。  

第15回   5日間  7月 9日（月）～  施設における医療（看護）の役割、知的障害児・者の理解と  知的障害関係施設で  40名   

看護師コース  7月13日（金）  看護のあり方、福祉（支援スタッフ）と医療（医療スタッフ）  利用者の健康管理に  
との連携、さらにこれからの地域福祉・地域療育の中で施設  

医療の役割等について研鋳を積むことを目的とする。また、  

「百閉症の理解」「行動障害の理解とその対応」等を加え、受  
講者のニーズに応えるものとする。   

第12回   5日間  9月10日（月）～  知的障害関係施設で直接援助職員として働くために必要な基  知的障害福祉の仕事  40名   

新任職員コース  9月14日 （金）  礎的知識・援助技術等を習得し、福祉の心を培い資質の向上  に従事されている経  
を図るとともに、参加者相互の交流を図ることを目的とする。  

本年度は、「福祉の基礎と援助の基礎を学ぶ」をテーマとする。   

第87回   9日間  10月 9日（火）～  知的障害関係施設で働いている職員に∴講義・実習・見学等  知的障害関係施設の  40名   

指導員・保育士コース  10月19日（金）   を通して基礎的な理論を学ばせるとともに実践の場で生かせ  
る技術を習得させることを目的とする。本年度は、「知的障害  

者への支援」をテーマとし、各種支援方法を取り上げる。ま  
た、本学園での見学（実習）及び他施設への見学を加え、生  

活支援・日中活動支援の実際を知ることとする。   

第12回   3日間  11月 6日（火）～  施設の運営を包括的にとらえ、運営に関する専門的な研修を  知的障害関係施設の  30名．   

施設長コース  11月 8日（木）  実施し、施設長の資質の向上、最新の情報提供、課題を持ち  施設長または施設長  
寄っての討議の場とし、施設相互の交流を図ることを目的と  

する。   
テーマ別研修  

自閉症入門コース   3日間  6月27日（水）～  自閉症の理解をはじめ、療育や援助を行う上で必要となる基  知的障害福祉の仕事  40名■  

6月29日（金）  礎的な知識と援助法を習得させ、実践の場で生かせることを  に従事している方・  
目的とする。本年度は自閉症・発達障害の理解、各ライフス  知的障害者更生相談  
テージにおける支援、支援方法、課題行動の対応等を中心に  
実施する予定。   

自閉症トレーニング   3日間  10月26日（金）～  自閉症に関する基礎的な知識をお持ちの方に対して、その援  自閉症の方の支援に  20名   
セミナー  10月28日（日）  助システムについて実践を含めた研修を行い、自閉症の方に  従事している知的障  

に対するより専門的な援助技術を習得することを目的とする。  害関係施設職員等  



行動障害コース   3日間：12月 5日（水）～  行動障害についての理解を深め、その対応や支援について学  知的障害関係施設・  40名  

12月 7日（金）  び療育や支援の場で生かせることを目的とする。本年度は主  重症心身障害児施設  

iこ行動障害の医学、自閉症の行動障害、支援の実際などにつ  ・国立病院機構の看  

いて実施する予定。   護師・知的障害者更  

生相談所の職員   

地域移行支援コース   3日間  2月 4日（月）～  地域生活移行支援についての基本的考え方、ケアマネジメン  知的障害福祉の仕事  40名  

2月 6日（水）   ト、生活支援の実際、就労支援など地域移行に際しての基本  に従事している方・  

的な知識や援助技術を習得することを目的とする。   知的障害者更生相談  

所職員   

支援セミナー  

第9回 自閉症子育て  2日間  11月17日（土）～  自閉症・発達障害のある子どもを持つ家族や施設職員、教師、  自閉症児・者の家族  200名     11月18日（日）  保育士等を対象として、講義や実践報告から療育の知識や援  ・施設職員・教師・     助法を習得させることを目的とする。  保育士・医療関係者 等   
発達障害関係研修  

研  修  名   目 数  ： 期  間   研  修  目  的   受 講 資 格   定員   

発達障害者支援センタ  13日間  日程については  各都道府県、政令指定都市が設置する発達障害者支援センl  発達障害者支援センター職員  lともに 
一職員研修会  ターの職員に対して、業務を遂行していくにあたって必要  で管理責任者の推薦する方。  60名   

（基礎研修）  な専門的知識および技術を習得させることにより同支援セ  他機関で関連業務についてい  

ンタ一業務の円滑な推進に資することを目的とする。但し、  る職員の聴講を認めることが   

発達障害者支援センタ  ある。   

一職員研修会  未定   

（専門研修）   

平成19年度 第1回  3日間  日程については  都道府県・政令指定都市で発達障害分野の指導者となる行  都道府県・政令指定都市の発  ともに   
発達障害関係職員研修    未定   政担当者、保健師、保育士など現任者に対し自閉症・アス  達障害分野の行政担当者、保  60名   

実施予定  ペルガ一障害・学習障害・注意欠陥／多動性障害等といっ  健師・保育士等で、都道府県   

平成19年度 第2回  た発達障害に関する研修を行い知識・援助技術を習得させ  ・政令指定都市の民生主管部   

発達障害関係職員研修  ることにより業務の円滑な推進に資することを目的とす  （局）長の推薦する方。   

る。   

※上記の研修会は、都合により日程等が変更になることがあります。   



■  、 －一・‥l・i■・丁－   

4 平成19年度 全国身体障害者総合福祉センター（戸山サンライズ）における研修実施計画（案）  

研 修 会 名  目  的   受 講 対 象 等   研 修 期 間   日 数  定員   資格認定等   

障害者地域生活支援技術研修会  障害者が地域において、自らのニーズに  市町村、障害者福祉センター、  ＜第1回＞   4日  100名  
基づき、保健、医療、福祉等各種サービス  障害者地域生活支援センター 9月4日（火）  
、      から必要なサービスを選択し、尊厳をもっ  及びその他関係機関等において   

～9月7日（金）   4日  100名  
う支援することが重要である。  わる者。   1月22日（火）   
そこで、地域生活支援業務に必要な知識  ～1月25日（金）   

及び技術について研修し、関係職員の資質  
の向上並びに地域生活支援体制の円滑な運  
営の確保を図ることを目的とする。  

新任職員コース  障害者施設等の新任職員に対し、施設の  障害者施設等の新任職員（異  6月6日（水）   3日  70名  
一員として活躍できるよう必要な知識等に  ～6月8日（金）  

障害者施設  ついて研修し、施設運営等の円滑化を図る  
職員研修会  ことを目的とする。   

機能訓練・健康菅  障害者施設等の機能訓練担当者及び健康  障害者施設等のOT、PT、  10月9日（火）   3日  70名  
理担当者コース  管理担当者に対し必要な知識、技術等につ  ～10月11日（木）   

いて研修し、障害者支援サービスの向上と  
施設運営の円滑化を図ることを目的とす  
る。   

身体障害者福祉センター等職員  身体障害者福祉センターの施設長等幹部  身体障害者福祉センターA   11月15日（木）   2日  50名  
研修会  職員に対し、国の障害者福祉行政等新しい  ～11月16日（金）  

情報を提供するとともに地域の障害者生活  
支援および施設経営等の知識について研修  
し、施設運営の充実、強化を図ることを目  
的とする。   

身体障害者福祉センターA  2月21日（木）  
型、B型及びデイサービスセン  

2日  50名   
～2月22日（金）  

タ一等の施設長等幹部職員及び  
中間管理職員。  

障害者保健福祉サービス  障害特性や保健福祉サービスを円滑に捏  都道府県、市町村、福祉事務  ＜第1回ベーシックコース＞  4日  100名   
コーディネーション研修会  供するためのコーディネーションの理論と  所、社会福祉協議会、保健所、   6月26日（火）  

手法について研修し、障害者の地域での自  障害者施設等に所属し、地域に   ～6月29日（金）   4日  100名    立した生活を支援することのできる優れた  
人材を養成することにより、障害者の地域  10月30日（火）   
福祉の推進に寄与することを目的とする。   ～11月2日（金）  

地域生活支援業務に携わる者に対してよ  地域生活支援業務に携わる者  ＜アドバンストコース＞   3日  
り実践的な研修を実施し、聖域で中心、的存  7て 1I－／グーえ．日土旨－オー者「碩   り日只口／7レ＼ ▲一ノJ〕H＼／」ヽノ  

i  ／～2月8日（ノ金）  

i   l  I  



研修会名  目  的  受 講 対 象 等  研修期 間  資格認定等  

障害者施設等において障害者  障害者のためのレクリエーション  障害者の個々のニーズに対応したレクリ   ＜第1回ベーシックコー ス＞  修了者は日本レクリエー  
■支援者養成研修会   エーション支援の理論と手法について研修  √71†／万】一丁－一ション支援に携わ  7 日1「1ロ トん1   i  l  シ］ン協会公認「レ′川ニーー～  

し、障害者が潤いある豊かな生活を送れる  る者。   ～7月13日（金）  シ］ン・インストラクターー」資  

ように支援することのできる人材を養成す  4日   50名                   ＜第2回ベーシックコース＞    格取得のため♂つ一  

ることにより、障害者の自立と社会参加の  12月4日（火）  部の履修が免除さ  
推進に寄与することを目的とする。  ～12月7日（金）  れる。  

障害者のレクリエーション支援業務に携  障害者のレクリエーション支援  ＜アドバンストコース＞   3日  50名  
わる者について、より実践的な内容を研修  担当者で、将来レクリエーショ   3月5日（水）  
することにより、レクリエーション支援の  ～3月7R（金）   
中心的存在と成りうる人材を養成すること  
を目的とする。   を含む）。  

障害者スポーツ指導員養成研修会  障害者の適性に応じた運動競技種目及び  日本社会福祉教育学校連盟加  ＜第1回＞   4日  100名  修了者は日本障害  
身体運動の実施方法並びにリハビリテー、シ  盟校の学生で障害者のスポーーツ   8月7日（火）  者スポーツ協会公  
ヨンとの関連性等について研修を行い、障  ・レクリエーション活動に興味   ～8月10日（金）   認「初級スポーツ  
害者スポ←ツの指導に習熟した指導者の養  があり、今後の障害者スポーツ  ＜第2回＞  4日  100名             指導員」の資格取  

成を図ることにより、障害者スポーツの推  活動の振興に貢献する意欲のあ   8月21日（火）  得を申請すること  
進に寄与することを目的とする。   る者。  ～8月24日（金）  ができる。   

＜第3回＞  4日  100名  
3月18日（火）   

～3月21日（金）  

※ 上記の研修会概要は都合に上り変更することがあります。   



5 のぞみの園施設利用者の出身市町村一覧  

平成19年2月1日 現在  

出身都道府県  出身市町村  入所  通所   

北海道  士幌町   

2  釧路市  

3  苫小牧市   

4  札幌市  

5  内市   

6  北見市   

7  江差市  

8  伊達市  

9  帯広市   

O   岩手県  市   

大槌町   

12  花巻市   

13  北上市   

14   宮城県  仙台市   

15   秋田県  田市  

16   五城目町   

17   山形県  市   

18 飯豊町  

三川町   

20  長井市   

21   福島県  郡山市   2  

22  南相馬町   

23  西郷村   

24  茨城県  結城市   

25  日立市  2   

26  つくばみらい市  

27  土浦市  2  

市   3  

市   3  

30  常陸太田市  

31  高萩市   

32  古河市   

33   栃木県  宇都宮市  3  

3  木市  

35  鹿沼市  

36   足利市  2  

37  小山市   2  

38  町   

大平町  

40  河内町  

＿ ： ≡；：l   

大田原市   

塩谷   

42  
伊勢崎市   2  

56  富岡市  4  

57  南牧村  

58  埼玉県  さいたま市   6  

59  川口市   3  

60  三芳町  

61  熊谷市   

川越   2   

宮代町   

車力呼  

65  町   

66  狭山市   

67 東松山市   

68  吉川市  

69  羽生市   2  

70  

71  坂戸市   

ふじみ野市  

73  小川町   

74  深谷  2  

75  幸手市   

77  春日部市   2   

78  上尾市  

79  入間市   2  

80  所沢市   

81  吉見町  

皆野町  

83  市  

84  郷市   

85  東京都  港区   

86  区   2  

87  文京区   

88  2   

89  



4  

2  

出身都道府県  出身市町村  

139  小田原市  

140   平  

141  Jll崎市  

142   城  

143  和市   

144  横須賀市   

145  座間市  

146  秦野市  

147  厚木市   

148  藤沢市  

149  横   

150   新潟県  小千谷市  

151  阿賀町  

152  南魚沼市   

153  栃尾市  

154  佐渡市  

155  川口町   

156  田上町   

157 沼市  

158  長岡市   

159  三  

160  柏崎市  

161  

162  燕市   

163  富山県  富山市  

164  滑川市  

165  入善町  

166   石川県  金沢市  

167  口賀市  

168  七尾市  

169  山梨県  甲府市  

2  千葉県  船橋市   5  

121  八千代市   3  

122  市  2  

123  野田市  

124  松戸   

125  市川市   6  

126  匝瑳市   

128  倉市   2  

12  銚子市   

130  南房総市   

131  睦沢町   

132  いすみ市  

133  日吉  

134  3  

135  

136  案   9   

137  神奈川県  相模原市  

138  南足柄市   

一46一  



出身都道府県  出身市町村  入所  通所   

187  静岡市  2  

188  伊豆の国市  

189  川根本町  

190  藤枝市  

191  裾野市   

192  浜松   

193  

194  川市  

195  幸市   

196  森町   

197  愛知県  j、牧市   

198  一宮市   2  

99  豊橋市   

200  弥町  

201  一色町   

202  名古屋市   6  

203  瀬戸市   2   

204  阿久比町   

205  豊田市  

206  三重県  

207  伊勢市   

208  滋賀県  東近江市   

209  彦根市   

210  京都府  福知山市   

211  町  

212  綾部市   

213  大阪府  

214  高槻市   

215  大阪市   2  

216  八尾市   

217   兵庫県  播磨町   

21  宝塚市  

219  市   4   

西宮市   

2 豊岡市   

2  相生市   

223  赤穂市  2  

224   奈良県  天川村   

225   和歌山県  和歌山市   

226  紀の川市   

227  鳥取県  八頭町  

228  琴浦   

229  取市   

軍0 231  島根県  益田市  口      出雲市      232   雲南市  田 口       松江市  

出身都道府県  出身市町村  大高‾   

234   同山県  岡山市   

235 倉敷   

広島県  廿日市市   

237  広島市   4   

238  

239 北広島町   

240 三原市   

山口県  岩国市   

242 市   

2  徳島県  阿南市   

244  香川県  小豆島市   

245  丸亀市   2   

246   愛媛県  今治市   

247  伊方町   

8  松山市   

249   高知県  高知市   

250 佐町   

土佐市   

252 福岡県  北九州市  

253  大牟田市   

254  佐賀県  小城市   

5  熊本県  山鹿市   

256  大分県  大分市   2  

257  宮崎県  高鍋町   

258  宮崎市   3   

259   鹿児島県  いちき串木野市   

l 
■目  

】Ⅰ  

入所利用者数  458  

適所利用者数  34  

計  492  

－47   



（参 考）  

ピソデー如拙  雷爵磨唐音ノ／   シンポジウ∠  

内 容 は  立重度障害者センター（伊東・別府）は頚髄損傷者のリハビリテーション施設としてユニークな   

がある施設です。このたび、障害者自立支援法の施行を受け、新たなサービス提供システムを   

するために、このシンポジウムを企画しました。  

シンポジウムI「頸髄損傷者の生活と今後解決が望まれる課題」  

～重度障害者センターを修了し、地域で自立した生活を続けている方をシンポジストに迎え、生活上の課題やエ夫、今後の希望や不  

安などを語っていただきます。その上で、頸髄損傷者が自分らし〈地域で暮らし続けるために必要なサービスとは何か、当事者の視点  

に基づいて議論を展開します。～  

シンポジスト 寺西 秀聖 （東京都練馬区役所）  

横堀 秀喜 （前橋市障害者生活支援センター）  

甲斐 邦生 （農協共済別府リハビリテーションセンター）  

橋口 真由美（主婦）  

司会・進行  小田島 明  （国立伊東重度障害者センター指導課長）  

シンポジウムⅡ「自立に向けた機能訓練（PT・OTを中心とした）取り組み状況」   

～自立訓練（機能訓練）事業の基幹となるPTやOTの評価や訓練内容について、両施設から発表を行い、相違点などを明らかにしな   

がら、今後の頚髄損傷者に対するPT－0丁のサービスについて議論を展開します。～  

シンポジスト 長谷川 道子（国立伊東重度障害者センター主任理学療法士）  

岩井 幸治 （国立伊東重度障害者センターー主任作業療法士）  

浅野 圭司 （国立別府重度障害者センター主任理学療法士）  

阿南 誠二 （国立別府重度障害者センタ◆作業療法士）  

司会■進行 高木 憲司（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部地域生活支援圭福祉用具専門官）  

開催場所 時 》  【受付】午後12暗から  

午後1時から午後5時まで（予定）参加  ＝■無 料   

6  FAX【0557－3  3月5日（月）までに国立伊東重度障害者センターあて、   

F 才申し込みは 】  E－メ～ル【syomhosa＠ito－nrh．gojp】又は郵送してください。   

〒414－00錮 静岡県伊東市鎌田222国立伊東重度障害者センター  

※お問い合わせは、国立伊東重度障害者センター庶務課・矢野（0557－37－1308）まで  
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【   「   「  

「▼ ＋＋  
⊇参 加 者  

主催：国立伊東重度障害者センター、国立別府重度障害者センター  

－48－－   




